
国分寺市保育所指導検査基準 

１ 本基準は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第66号。以下「法」と

いう。）に基づき国分寺市が行う保育所（特定教育・保育施設に限る。）

に対する指導検査の基準として定める。なお、本基準は、別表の各項目に

規定する内容のほか、東京都が別に定める最新の保育所指導検査基準を包

含するものとする。 

２ 本基準において、以下の関係法令及び通知等を次のように表記する。 

 関係法令及び通知等 略称 

１ 国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営の基準に関する条例 

市運営基準条例 

２ 平成27年３月31日内閣府告示第49号「特定教

育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特

定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利

用地域型保育及び特例保育に要する費用の額

の算定に関する基準等」 

算定基準等 

３ 令和５年５月19日こ成保38、５文科初第483号

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定

に関する基準等の実施上の留意事項につい

て」 

算定基準等留意事項 

４ 令和７年４月11日こ成保296、７文科初第250

号「施設型給付費等に係る処遇改善等加算に

ついて」 

処遇改善等加算通知 

 

３ 評価区分の指導形態は、次の表の左欄の区分に応じ、中欄及び右欄に定

めるとおりとする。 



 

評価区分 指導形態 

Ｃ 文書指摘 

子ども・子育て支援関係法令及び子ども・子育て支援関係通達等に

違反する場合（軽微な違反の場合を除く。）は、原則として、「文

書指摘」とする。ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が

遅延している場合等は、「口頭指導」とすることができる。 

Ｂ 口頭指導 

子ども・子育て支援関係法令以外の関係法令又はその他の通達等に

違反する場合は、原則として、「口頭指導」とする。ただし、管理

運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠

っている場合は、「文書指摘」とする。なお、子ども・子育て支援

関係法令及び子ども・子育て支援関係通達等に違反する場合であっ

ても、軽微な違反の場合に限り、「口頭指導」とすることができ

る。 

Ａ 助言指導 
法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための

「助言指導」を行う。 

別表 

項目 基本的な考え方 観点 関係法令等 評価事項 
評価
区分 

１  利用定
員の設定
及び定員
の遵守 

 

１  特定教育・保育施設は、
その利用定員の数を20人以
上とする。 

２  特定教育・保育施設は、
小学校就学前子どもの利用
定員を定めるものとする。
ただし、法第19条第３号に
掲げる小学校就学前子ども
の区分にあっては、満１歳
に満たない小学校就学前子
ども及び満１歳以上の小学
校就学前子どもに区分して
定めるものとする。 
(1) 認定こども園 法第19
条各号に掲げる小学校
就学前子どもの区分 

(2) 保育所 法第19条第２
号に掲げる小学校就学
前子どもの区分及び同
条第３号に掲げる小学
校就学前子どもの区分 

１  利用定員は
小学校就学前
子どもの区分
ごとに定めら
れ、利用定員
を遵守してい
るか。 

１  市運営
基準条例
第４条第
１項及び
第２項並
びに第22
条 

 

１  小学校就学前
子どもの利用定
員を法第19条各
号に掲げる区分
に応じ、定めて
いない。 

２ 入所児童数の
定員超過によ
り、職員、設
備、面積等が基
準を下回り、そ
の結果施設運営
に重大な支障が
生じている。 

３ 定員の見直し
等を行っていな
い。 

４ その他不適当
な事項がある。 

Ｃ 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
Ｂ 
 



３  特定教育・保育施設は、
利用定員を超えて特定教
育・保育の提供を行っては
ならない。ただし、年度中
における特定教育・保育に
対する需要の増大への対
応、法第34条第５項に規定
する便宜の提供への対応、
児童福祉法第24条第５項又
は第６項に規定する措置へ
の対応、災害、虐待その他
のやむを得ない事情がある
場合は、この限りでない。 

２  内容及
び手続の
説明及び
同意 

１  特定教育・保育施設は、
特定教育・保育の提供の開
始に際しては、あらかじ
め、利用申込者に対し、運
営規程の概要、職員の勤務
体制、利用者負担に関する
事項その他の利用申込者の
保育の選択に資すると認め
られる重要事項を記した文
書を交付して説明を行い、
当該提供の開始について利
用申込者の同意を得なけれ
ばならない。 

１  運営規程の
概要、職員勤
務体制、利用
者負担などの
重要事項につ
いて文書を交
付して説明を
行い、同意を
得ているか。 

１  市運営
基準条例
第５条 

１  利用申込者に
対し、重要事項
説明書を交付し
て説明を行って
いない。 

２  重要事項説明
書の内容が不十
分である。 

３ 特定・教育保
育の提供の開始
について利用申
込者の同意を得
ていない。 

Ｃ 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
Ｃ 
 

３  利用者
負担額等
の受領 

１  特定教育・保育施設は、
教育・保育給付認定保護者
に対して特定教育・保育の
質の向上を図る上で特に必
要であると認められる対価
（上乗せ徴収）及び特定教
育・保育において提供され
る便宜に要する費用の支払
（実費徴収）を求めるとき
は、あらかじめ、当該支払
を求める金銭の使途及び額
並びに教育・保育給付認定
保護者に支払を求める理由
について書面により明らか
にするとともに、教育・保
育給付認定保護者に説明を
行い、文書による同意を得
なければならない。 

２  特定教育・保育施設は、
費用の額の支払を受けた場
合は、当該費用に係る領収
証を当該費用の額を支払っ
た教育・保育給付認定保護
者に対して交付しなければ
ならない。 

１  教育・保育
給付認定保護
者に上乗せ徴
収及び実費徴
収の使途、額
及び理由につ
いて書面で明
らかにし、教
育・保育給付
認定保護者か
ら文書による
同意を得てい
るか。（ただ
し、実費徴収
の同意は文書
によることを
要しない。） 

２  実費等の支
払を受けた場
合は、教育・
保育給付認定
保護者に領収
証を交付して
いるか。 

１  市運営
基準条例
第13条第
５項及び
第６項 

 

１  上乗せ徴収及
び実費徴収の使
途及び額並びに
金銭を求める理
由について、保
護者に対し書面
で説明していな
い。 

２  上乗せ徴収及
び実費徴収につ
いて、保護者か
ら同意を得てい
ない（上乗せ徴
収の同意は文書
による同意）。 

３  上乗せ徴収及
び実費徴収につ
いて、一部の保
護者から同意を
得ていない（上
乗せ徴収の同意
は文書による同
意）。 

４  実費等の支払
を受けた場合
に、保護者に領
収証を交付して
いない。 

 
 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 



４  重要事
項の掲示
等 

１  特定教育・保育施設は、
施設の見やすい場所に、運
営規程の概要、職員の勤務
体制、利用者負担その他の
利用申込者の特定教育・保
育施設の選択に資すると認
められる重要事項を掲示す
るとともに、電気通信回線
に接続して行う自動公衆送
信（公衆によって直接受信
されることを目的として公
衆からの求めに応じ自動的
に送信を行うことをいい、
放送又は有線放送に該当す
るものを除く。）により公
衆の閲覧に供しなければな
らない。 

１  利用申込者
の特定教育・
保育施設の選
択に資すると
認められる重
要事項を施設
の見やすい場
所に掲示して
いるか。 

２ 利用申込者
の特定教育・
保育施設の選
択に資すると
認められる重
要事項を電気
通信回線に接
続して行う自
動公衆送信に
より公衆の閲
覧に供してい
るか。 

１  市運営
基準条例
第23条 

 

１  利用申込者の
特定教育・保育
施設の選択に資
すると認められ
る重要事項を施
設の見やすい場
所に掲示してい
ない。 

２ 利用申込者の
特定教育・保育
施設の選択に資
すると認められ
る重要事項を電
気通信回線に接
続して行う自動
公衆送信により
公衆の閲覧に供
していない。 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 

５  秘密保
持等 

１  特定教育・保育施設は、
小学校、他の特定教育・保
育施設等、地域子ども・子
育て支援事業を行う者その
他の機関に対して、教育・
保育給付認定子どもに関す
る情報を提供しようとする
ときは、あらかじめ文書に
より当該教育・保育給付認
定子どもの保護者の同意を
得なければならない。 

１  小学校等の
施設に教育・
保育給付認定
子どもに関す
る情報を提供
する際に、保
護者から文書
による同意を
得ているか。 

１  市運営
基準条例
第27条第
３項 

１  小学校等の施
設に教育・保育
給付認定子ども
に関する情報を
提供する際に、
保護者から文書
による同意を得
ていない。 

２  小学校等の施
設に教育・保育
給付認定子ども
に関する情報を
提供する際に、
一部の保護者か
ら文書による同
意を得ていな
い。 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 

６  苦情へ
の対応 

１  特定教育・保育施設は、
教育・保育給付認定子ども
又はその家族からの苦情を
受け付けるための窓口の設
置その他の必要な措置を講
じなければならない。 

２  苦情を受け付けた場合
は、苦情の内容等を記録し
なければならない。 

１  苦情を受け
付けるための
窓口の設置等
の措置を講
じ、苦情の内
容等を記録し
ているか。 

１  市運営
基準条例
第30条第
１項及び
第２項 

１  苦情対応のた
め、受付窓口の
設置等の措置を
講じていない。 

２  苦情の内容等
を記録していな
い。 

Ｃ 
 
 
 
Ｃ 
 

７  事故発
生の防止
及び発生
時の対応 

１  特定教育・保育施設は、
事故の発生又は再発を防止
するため、事故が発生した
場合又は事故の発生に至る
危険性がある事態が生じた
場合の対応、職員への改善
策の周知体制等に係る指針
を整備すること。 

２  事故発生防止のための委

１  事故発生防
止のための指
針を整備して
いるか。 

２  事故発生防
止のための委
員会の開催及
び職員に対す
る定期的な研

１  市運営
基準条例
第32条 

１  事故発生防止
のための指針を
整備していな
い。 

２  事故発生防止
のための委員会
の開催及び職員
に対する定期的
な研修が行われ

Ｃ 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 



員会及び職員に対する研修
を定期的に行うこと。 

３  事故が発生した場合は、
速やかに市、子どもの家族
等に連絡を行い必要な措置
を講じるとともに、事故の
状況及び事故に際してとっ
た処置について記録しなけ
ればならない。また、賠償
すべき事故が発生した場合
は、損害賠償を速やかに行
わなければならない。 

修を行ってい
るか。 

３  事故が発生
した場合は、
速やかに関係
者等に連絡を
行い必要な措
置を講じると
ともに、事故
状況等を記録
しなければな
らない。 

ていない。 
３  事故が発生し
た場合の対応が
不十分である。 

４  事故の状況及
び事故に際して
とった処置を記
録していない。 

 

 
Ｂ 
 
 
Ｃ 
 

８  会計の
区分 

１  特定教育・保育施設は、
特定教育・保育の事業の会
計をその他の事業の会計と
区分しなければならない。 

１  特定教育・
保育の事業の
会計はその他
の事業の会計
と区分されて
いるか。 

１  市運営
基準条例
第33条 

 

１  特定教育・保
育の事業の会計
がその他の事業
の会計と区分さ
れていない。 

Ｃ 
 

９  記録の
整備 

１  特定教育・保育施設は、
職員、設備及び会計に関す
る諸記録を整備しなければ
ならない。 

２  特定教育・保育の提供計
画及び記録、苦情内容、事
故状況等の記録を整備し、
その完結の日から５年間保
存しなければならない。 

１  職員・設
備・会計に関
する諸記録を
整備している
か。 

２  特定教育・
保育の提供に
関する記録を
整備し、５年
間保存してい
るか。 

１  市運営
基準条例
第34条 

１  職員・設備・
会計に関する諸
記録を整備して
いない。 

２  職員・設備・
会計に関する諸
記録の整備が不
十分である。 

３  特定教育・保
育の提供に関す
る記録を整備
し、５年間保存
していない。 

Ｃ 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
Ｃ 
 

10 電磁的
記録等 

１ 特定教育・保育施設は、
記録、作成、保存その他こ
れらに類するもののうち、
市運営基準条例の規定にお
いて書面等により行うこと
が規定されているものにつ
いては、当該書面等に代え
て、電磁的記録により行う
ことができる。 

  また、市運営基準条例の
規定による書面等の交付又
は提出については、当該書
面等が電磁的記録により作
成されている場合には、当
該書面等の交付又は提出に
代えて、保護者の承諾を得
て、記載事項を電磁的方法
により提供することができ
る。ただし、保護者がファ
イルへの記録を出力するこ
とにより文書を作成するこ
とができるものでなければ
ならない。 

  なお、保護者の承諾につ
いては、あらかじめ、保護

１ 電磁的方法
による書面等
の交付等につ
いて、保護者
に対し、文書
又は電磁的方
法による承諾
を得ている
か。 

２ 保護者から
申出がったに
もかかわら
ず、電磁的方
法によって記
載事項の提供
行っていない
か。 

３ 電磁的方法
による同意の
取得につい
て、保護者に
対し、文書又
は電磁的方法
による承諾を
得ているか。 

１  市運営
基準条例
第53条 

１ 電磁的方法に
よる書面等の交
付等について、
承諾を得ていな
い。 

２ 保護者の意思
に反して、電磁
的方法による交
付等を行ってい
る。 

３ 電磁的方法に
よる同意の取得
について、承諾
を得ていない。 

４ 承諾の内容・
方法が適切では
ない。 

Ｃ 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
Ｂ 



者に対し、電磁的方法の種
類及び内容を示し、文書又
は電磁的方法による承諾を
得なければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、
保護者から文書又は電磁的
方法により電磁的方法によ
る提供を受けない旨の申出
があったときは、記載事項
の提供を電磁的方法によっ
てしてはならない。 

３ 書面等の交付又は提出に
係る電磁的方法による提供
に関する規定は、市運営基
準条例の規定による書面等
による同意の取得について
準用する。 

10  教育・
保育給付
認定保護
者に関す
る市への
通知 

 

１  特定教育・保育施設は、
特定教育・保育を受けてい
る教育・保育給付認定子ど
もの保護者が偽りその他不
正な行為によって施設型給
付費の支給を受け、又は受
けようとしたときは、遅滞
なく、意見を付してその旨
を市に通知しなければなら
ない。 

１  保護者が偽
りその他不正
な行為によっ
て施設型給付
費の支給を受
け、又は受け
ようとしたと
きは、遅滞な
く、意見を付
してその旨を
市に通知して
いるか。 

１  市運営
基準条例
第19条 

１  保護者が偽り
その他不正な行
為によって施設
型給付費の支給
を受け、又は受
けようとしたと
き、その旨を市
に通知していな
い。 

Ｃ 
 

11  利益供
与等の禁
止 

 

１  特定教育・保育施設は、
地域子ども・子育て支援事
業を行う者、教育・保育施
設若しくは地域型保育を行
う者等又はそれらの職員
（以下この項目において
「事業者等」という。）に
対し、小学校就学前子ども
又はその家族に対して当該
特定教育・保育施設を紹介
することの対償として、金
品その他の財産上の利益を
供与してはならない。ま
た、事業者等から、小学校
就学前子ども又はその家族
を紹介することの対償とし
て、金品その他の財産上の
利益を収受してはならな
い。 

１  事業者等に
対して、紹介
の対償として
金品等の利益
を供与しては
ならない。ま
た事業者等か
ら、紹介の対
償として金品
等の利益を収
受してはなら
ない。 

 

１  市運営
基準条例
第29条 

 

１  事業者等との
あいだで、子ど
もの家族等の紹
介の対償とし
て、金品等の利
益の供与又は収
受をしている。 

 

Ｃ 
 

12  地域と
の連携等 

１  特定教育・保育施設は、
その運営に当たっては、地
域住民との連携及び協力を
行う等地域との交流に努め
なければならない。 

１  施設の運営
に当たって
は、地域住民
との連携及び
協力を行う等
地域との交流
に努めなけれ
ばならない。 

１  市運営
基準条例
第31条 

１  施設の運営に
当たり、地域と
の交流が図られ
ていない。 

Ｃ 



13 公定価
格に関す
る基準 

１ 特定教育・保育施設は、
基本分単価に含まれる職員
構成を充足する職員配置を
するとともに、各加算を受
けるに当たっては、法令等
に定める要件を満たさなけ
ればならない。 

１ 職員配置
は、基本分単
価に含まれる
職員構成を充
足している
か。 

２ 公定価格に
おける各加算
等が適正であ
るか。 

３ その他委託
費の請求に関
することで不
適正な事項が
ないか。 

１ 算定基
準等 

２ 算定基
準等留意
事項 

３ 処遇改
善等加算
通知 

１ 基本分単価に
含まれる職員が
配置されていな
い。 

２ 加算等の要件
を満たしていな
い。 

３ 必要な調整が
行われていな
い。 

４ その他委託費
の請求に不適切
な事項がある。 

Ｃ 
 
 
 
Ｃ 
 
 
Ｃ 
 
 
Ｃ 

 


